
　　         へ転入・転出の皆さまへ

　１．自治区の活動
　　　　１）ごみステーションの看板の設置や維持管理
　　　　２）環境美化・清掃活動
　　　　３）防犯灯の設置や維持管理
　　　　４）ふれあいまつりや、スポーツ大会等の文化・レクリエーション活動
　　　　５）広報とよたの配布・その他の生活情報の回覧
　　　　６）少子高齢化社会における地域福祉活動や互助活動
　　　　７）自主防犯パトロール、自主防災会の避難訓練など

　２．区費
　　　　１世帯　　６００円／月
　　　　単身者　 ３００円／月
　　　　（４期に分け、組長が各組内で集金します。）

　３．自治区に加入するには
　　　　ご近所の方へお尋ねのうえ、別紙『区民台帳』（区民会館にあります）に、必要事項をご記入の上、
　　　　組長または、自治区事務所へ直接ご提出お願いします。

　４．転入・転出等の異動は下記の用紙に記入して区民会館事務所に提出してください
　　　　　転入の方は区民台帳に記入し提出の事。（区民台帳は区民事務所にあります）

（葬儀連絡・出生連絡は別途「用紙」があります。）

                     　　 キ　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　リ

　　　ふりがな ブロック―組         ―
     世帯主名

現住所                                                                                                     電話番号現住所　　豊田市

住所                                                                                                     電話番号

　　　　　　異動先住所 　　届出月日　　　　　　　　　令和　　年　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出生者名又は転出者名 　　続柄　　　　　　出生日又は異動日          異 動 事 由

保管先：事務員>事務>自治区転入の資料

　　こんにちは。区民の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。

令和4年4月9日見直し

　丸山自治区長

自治区への加入について（お願い）

　のために、自治区に加入していただきます。
　まちづくりを目指し、自主的に様々な活動を行っています。「まちづくり」や「ふれあいづくり」
　さて、丸山自治区では、地域にお住いの方々の親睦と交流を深めながら、豊かで住みよい

丸 山 自 治 区

【開館時間】
火曜日～金曜日 １３時～１７時

土曜日 ９時～１２時
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